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消費者安全法第33条の規定に基づく意見 

 

 

消費者安全調査委員会は、子供による医薬品誤飲事故について行った、消費者

安全法（平成21年法律第50号）第23条第１項の規定に基づく調査の結果を踏まえ、

同法第33条の規定に基づき、消費者安全の確保の見地から、下記のとおり意見を

述べる。 

なお、この意見を受けて講じた措置について、その内容を報告いただくようよ

ろしくお取り計らい願いたい。 

 

 

記 

 

子供による医薬品誤飲を防ぐためには、子供が開封しにくい包装容器の導入

と、消費者へのリスク等の周知を通じて家庭での適切な管理を促すことが、より

効果的であると考えられる。このため、厚生労働省及び消費者庁は以下の取組を

行うべきである。  

  



１．厚生労働大臣への意見 

 

（１）チャイルドレジスタンス包装容器の導入 

 

 厚生労働省は、子供による医薬品の誤飲防止のため、包装容器による対策に

ついて次の取組を行うこと。 

 

①子供は開封しにくく、中高年には使用困難ではない包装容器の実現可能性 

を示した本調査結果も踏まえ、チャイルドレジスタンス包装容器の標準化 

を始めとする導入策を検討すること。 

 

②チャイルドレジスタンス包装容器の導入に際しては、調査委員会の調査結 

果や海外での事例を参考に、対象とする医薬品の範囲、チャイルドレジス

タンス包装容器に対する消費者の理解醸成や補助具の利用促進といった補

完策も含め、具体的な方策について、医療関係者、服用者、子供や高齢者

の安全、製品安全などの専門的な知見を持った者をそれぞれ加えて十分に

議論し進めていくこと。 

 

（２）医療関係者を通じたリスク等の周知 

 

 厚生労働省は、子供による医薬品の誤飲防止のため、子供が誤飲して、重い

中毒症状を呈するリスクが高い医薬品を中心に、医薬品を処方及び調剤する医

療関係者に対して、子供による誤飲について保護者に伝わるように、地方公共

団体及び関係団体を通じて、継続的に注意喚起を行うこと。 

 

（３）地方公共団体や関係団体を通じたリスク等の周知 

 

 厚生労働省は、子供による医薬品の誤飲防止のため、次の取組を広く継続的

に行うよう地方公共団体及び関係団体に求めること。 

 

①子供による医薬品の誤飲事故の発生の可能性自体を認識していない保護者 

も少なくないことから、医薬品の誤飲のリスクについて、子供の年齢や発

達段階によって変化する行動特性、子供による大人用医薬品の誤飲が多く

発生し、入院に至るような重い中毒症状を呈すると考えられる向精神薬等

の誤飲も発生していること等も踏まえ、できるだけ具体的なポイントを示

しつつ、保護者に対して広く周知し、家庭での適切な管理を促すこと。 



②子供による医薬品の誤飲に対する対処方法を知らない保護者が多いという

実態に鑑み、保護者に対して、子供による医薬品の誤飲事故が発生した場

合に的確な対処方法の相談や指示ができる機関に関する情報提供の徹底を

図ること。 

 

２．消費者庁長官への意見 

 消費者庁は、子供による医薬品の誤飲防止のため、保護者等に対して、１．

（３）を内容とする注意喚起を広く継続的に行うこと。 

 


